
令和 4 年 4 月 1 日 

公益社団法人日本看護家政紹介事業協会 

 

 

 

「国と特に密接な関係にある」公益法人への該当性について 

（公表） 

 

 

 

 当法人は、国家公務員法等の規定に関し、国家公務員であった者が法人の役員として再就

職する場合に事前に政府に届出をおこなうことが必要な「国と特に密接な関係にある法人」

に該当しませんので、その旨公表いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

〔本件連絡先〕 

公益社団法人日本看護家政紹介事業協会 

事務局 

〒162-0064 東京都新宿区市谷仲之町 3-2 

TEL03-3353-4641 

FAX03-3353-4326 

E メール：post@kanka.or.jp 

 


